
■復興まちづくりの手段・方法 ※現行制度内容を表示しています。今後変更される可能性があります。 

高台等への移転 

浸水・建物被害が大きいため、安全な高台等へまとまって移転する場合 

・従前の土地には、今後住宅を建設できなくなる。 

・移転跡地は保有または市に売却。（条件あり） 

・移転先の土地は、原則賃借である。 

・移転先の住宅は自分で建設する必要がある。 

面的嵩上げ 

浸水・建物被害が大きいため、現在の地盤を嵩上げし再建する場合 

・現在の地盤を嵩上げし、土地形状の整理及び道路整備を行う。 

・嵩上げした土地は、自分の土地となる。 

・嵩上げ後の住宅は自分で建設する必要がある。 

 

 

 

公営住宅 

住宅の自己再建が難しい場合 

・市が建設して住宅を賃借する。 

 

 

 

 

 

個別嵩上げ 

浸水・建物被害が比較的小さいため、現在の地盤を嵩上げし再建する場合 

・地盤の嵩上げは自分で建設する必要がある。 

・住宅は自分で建設する必要がある。 

・従来の自分の土地に住むことができる。 

構造規制 

浸水・建物被害が比較的小さいため、建物を強固な構造にし再建する場合 

・津波に強い構造の住宅等に建替える。 

・住宅は自分で建設する必要がある。 

・従来の自分の土地に住むことができる。 

 

住宅に被害を受けた世帯への支援金、融資制度 

住宅の建替えに対する経済的支援を得る場合 

・個人で住宅等を建設する場合、建設費用に対する助成等を受けることができる。 

 

・被災者生活再建支援金 １世帯あたりの金額（単身世帯は３／４の額となります） 

建設・購入の場合 200万円、補修の場合 100万円、賃借の場合 50万円 

・災害復興住宅融資（独立行政法人 住宅金融支援機構） 裏面参照 

 

浸水区域等 
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